
千葉市告示第３３号 

  

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第７８条の５第２項、第８２条第２

項、第１１５条の１５第２項、及び第１１５条４５の第１項の規定により、指定居宅サービス事

業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、

及び指定事業者の廃止の届出がありましたので、同法第７８条、第７８条の１１、第８５条、及

び第１１５条の１０、並びに千葉市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第１０

条第１項の規定により告示します。 

 

令和５年１月１６日 

                      

千葉市長 神 谷 俊 一  
 
 
  
 
 

事業者の名称 
指定に係る 

事業所の名称 

事業所（施設）の

所在地 
サービスの種類 廃止年月日 

合同会社ことは 
居宅介護支援事業所

きなせや 

千葉市若葉区都賀

の台 4-5-10-103 
居宅介護支援 

令和 4年

12月 31日 

医療法人社団誠馨

会 

総泉病院通所リハビ

リテーションゆず 

千葉市若葉区更科

町 2592 

通所リハビリテー

ション 

介護予防通所リハ

ビリテーション 

令和 4年

12月 31日 

株式会社ヤックス

ケアサービス 

ヤックスヘルパース

テーション稲毛海岸 

千葉市美浜区高洲

1-16-20 

訪問介護 

訪問介護相当サー

ビス 

令和 4年

12月 31日 

株式会社ａ・ｇａ

ｉｎ 

訪問看護ステーショ

ンたんぽぽ 

千葉市緑区おゆみ

野 3-23-12 山倉

ビル 202号 

訪問看護 

介護予防訪問看護 

令和 4年

12月 31日 

株式会社ミック・

ジャパン 
ミック健康の森真砂 

千葉市美浜区真砂

5-21-6 

地域密着型通所介

護 

通所介護相当サー

ビス 

令和 4年

12月 31日 

 


